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第第３３章章  鉱鉱業業等等にに係係るる行行政政処処分分にに対対すするる不不服服のの裁裁定定 

本制度が施行された昭和26年１月から令和６年度末までに164件の不服の裁定事件が係属し、

163件が終結している。これを関係法律別にみると、採石法関係が最も多くなっている（表２

－３－１、付録５参照）。 

令和６年度に係属した不服の裁定事件は、６年度に新たに受け付けた１件であり、翌年度に

繰り越された（表２－３－２）。 

表２－３－１ 関係法律別不服の裁定事件処理状況 

（令和７年３月31日現在） 
（単位：件） 
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表２－３－２ 令和６年度に係属した不服の裁定事件一覧 

 

 

 

事件番号 

 

 

 

事  件  名 

 

 

 

申 請 人 

（参加申立人） 

 

 

処 分 庁 

 

 

申   請 

（参加申立） 

受付年月日 

 

 

処理状況 

 

令和６年

（フ） 

第１号 

 

香川県小豆郡土庄町小部

地内の岩石採取計画不認

可処分に対する取消裁定

申請事件 

香川県業者

１社  

 

香川県

知事  

 

令和  

6.10.9 

 

係属中  
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処分区分 
認 容 棄 却 却 下 取下げ 他  計 

関係法律 

鉱  業  法 1 12 4 14 0  31 

採  石  法 5 18 2 28 0  53 

森  林  法 0 1 4 3 0  8 

農  地  法 0 1 2 0 1  4 

海  岸  法 0 1 0 2 0  3 

自 然 公 園 法 0 5 0 4 0  9 

河  川  法 0 1 1 0 0  2 

砂 利 採 取 法 6 15 5 17 0  43 

都 市 計 画 法 0 7 0 1 0  8 

そ  の  他 0 0 2 0 0  2 

        

計 12 61 20 69 1 163 

(注)１ 集計対象期間は、昭和26年１月31日～令和７年３月 31日である。 

２ 関係法律が重複する場合は、主な関係法律に区分した。 

３ 鉱業法の認容の１件は、一部認容・一部却下のものである。 

４ 採石法の棄却のうち３件は、一部棄却・一部却下のものである。 

５ 自然公園法の棄却のうち１件は、一部棄却・一部却下のものである。 

６ 都市計画法の棄却のうち２件は、一部棄却・一部却下のものである。  

７ 森林法の棄却の１件は、一部棄却・一部却下のものである。 

８ 処分区分の他の１件は、送付である。 
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第第３３章章  鉱鉱業業等等にに係係るる行行政政処処分分にに対対すするる不不服服のの裁裁定定 

(注)１ 集計対象期間は、昭和26年１月31日～令和７年３月31日である。 

２ 関係法律が重複する場合は、主な関係法律に区分した。 
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表２－３－２ 令和６年度に係属した不服の裁定事件一覧 
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第１節 令和６年度に係属した不服の裁定事件               

  

  令和６年度に係属した不服の裁定事件は、次のとおりである。 

 

１ 香川県小豆郡土庄町小部地内の岩石採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件 

  （公調委令和６年（フ）第１号事件） 

 (1) 原処分の概要 

   香川県知事（以下「処分庁」という。）は、申請人からなされた香川県小豆郡土庄町小

部地内における採石法第33条に基づく岩石採取計画認可申請に対し、採石法施行規則第８

条の15第２項第７号に規定する「岩石採取場で岩石の採取を行うことについて申請者が権

原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面」及び同項第８号

に規定する「岩石の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受け

ることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関

する書面」を添付していないことを理由に、令和６年７月12日付けで、同岩石採取計画を

認可しないとの処分（以下「本件不認可処分」という。）を行った。 

(2) 申請の概要 

申請人は、処分庁の行った本件不認可処分は違法であるとして、令和６年 10 月９日付け

で同処分の取消を求めて裁定を申請した。 

(3) 手続等の概要 

裁定委員会は、令和６年 10 月 29 日、裁定申請書の副本を処分庁に送達し、審理手続を

開始した。 

本件手続の経過は、次のとおりである。 

 令和６年 10 月９日 裁定申請受付 

10 月 29 日 審理手続開始 
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本制度が施行された昭和26年12月から令和６年度末までに、1,291件の意見照会への回答

事案等が終結している。令和６年度に係属した事案は、前年度から繰り越された107件（同

一事案についての105件を含む。）と６年度に新たに受け付けた３件の計110件であり、こ

のうち108件が６年度中に処理され、残りの２件が翌年度に繰り越された（表２－４－１）。 

 

表２－４－１ 意見照会への回答等の処理件数 

 

令和７年３月末現在 
（参考） 
６年度 
係属件数 処理件数 

６年度 
処理件数 

総数（昭和 26 年から令和７年３月末までに終結した
もの） 

1,291 108 110 

 
土地収用法に基づく事業認定、収用裁決等の処分
に対する審査請求に関する意見照会 
（国土交通大臣） 

1,277 108 110 

  

事業認定に関する処分に対する審査請求に関
する意見照会 
（処分庁 国土交通大臣等） 

256 0 0 

事業認定に関する処分に対する審査請求に関
する意見照会 
（処分庁 都道府県知事） 

19 0 0 

収用委員会の裁決に対する審査請求に関する
意見照会 

1,002 108 110 

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保
障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国にお
ける合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地
等の使用等に関する特別措置法（昭和 27 年法律第 140
号。以下「駐留軍用地特措法」という。）に基づく土地
等の使用又は収用の認定、収用裁決等の処分に対する
審査請求に関する意見照会 
（防衛大臣） 

2 0 0 

 鉱業法に基づく承認申請（公共施設等の周辺での
鉱物掘採の際に必要な管理人の承諾に代わる経済
産業局長の決定について） 
（経済産業大臣） 

1 0 0 

 採石法に基づく承認申請（採石権の設定等及び採
石権設定に代わる土地買取り等についての経済産
業局長の決定について） 
（経済産業局長） 

9 0 0 

 森林法に基づく森林から木材等を搬出する者の土
地使用に関する都道府県知事の認可、裁定等の処
分に対する不服申立てに関する意見照会 
（農林水産大臣） 

2 － － 

 
（注）１ 「事業認定に関する処分に対する審査請求に関する意見照会」欄の「国土交通大臣等」は、土地収用

法施行規則第26条の規定に基づき、地方整備局長及び北海道開発局長に権限が委任された場合を含む。 
２ 駐留軍用地特措法に基づく土地等の使用又は収用に関しては、土地収用法第131条等の規定が適用さ
れる（駐留軍用地特措法第14条）。 

３ 森林法に基づく意見照会については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律 
（平成11年法律第87号。平成12年４月１日施行）により廃止。 

第４章 土地収用法に基づく審査請求に関する意見照会への回答等 
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